
沖縄海岸国定公園の公園区域及び公園計画の変更について 

 

１．変更の理由 

沖縄海岸国定公園は、沖縄諸島の中央に位置し、サンゴ礁に縁取られた海岸線と固有の生物相

を持つ沖縄本島北部地域の一部及び多島海の景色と海中の景観が美しい慶良間諸島からなり、亜

熱帯海域の代表的な自然の風景地である。 

また、本部町山里一体には熱帯カルスト地形が広がり、その特徴ある自然や風土景観の保護と

自然利用の増進を図るため、本公園区域への編入を行い、適正な保護と利用を進める。 

既指定区域においては、区域線の見直しを行い、新たに明確な区域線の設定を行う。 

 

２．変更案の概要 

＜本部半島カルスト地域＞ 

 本部半島には中生代の石灰岩が厚く広く分布し、特に北西部の今帰仁帯の石灰岩地に発達する 

円錐丘群は「円錐カルスト」と呼ばれる。この円錐カルストは亜熱帯から熱帯地域によく発達して

おり、円錐丘群と不規則な形をした容食凹地群がまとまって分布する世界最北端の地域となってい

る。また中生代の古い石灰岩に円錐カルストが形成される例が少ないことも併せ、極めて重要な地

形である。 

 

（１）区域拡張及び保護規制計画の決定   

沖縄県国頭郡本部町山里区及び今帰仁村今泊地区を公園区域に編入する（９４５ha） 

また、区域内に特別地域（特別保護地区、第１種特別地域、第２種特別地域、第３種特別 

  地域）を決定する。 

                               

                

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 面積（ha）

特別保護地区 ７８ 

第１種特別地域 １０６ 

第２種特別地域 １１８ 

第３種特別地域 ２９３ 

   合 計  ５９５ 

編入地域



（２）利用施設計画の決定 

   カルスト峰を眺め、今帰仁城跡を巡り、地域を訪れふるさと体験ができる、歩いて楽しむ 

  ふれあい自然公園とし、学習型利用、探訪体験型利用、健康野外活動型利用を促進するため 

  以下の施設計画を追加する。 

 

  ア 単独施設 

  博物展示施設 沖縄県国頭郡本部町（山里若地原） 

  園地     沖縄県国頭郡今帰仁村（今泊） 他１１ヶ所 

  野営場    沖縄県国頭郡今帰仁村（今泊長嶽） 他２ヶ所 

  宿舎     沖縄県国頭郡本部町（大堂）、沖縄県国頭郡本部町（古島） 

案内所    沖縄県国頭郡今帰仁村（浦崎）  

  植物園    沖縄県国頭郡本部町（古島兼増） 

  

  イ 道路（車道） 

   長嶽線      長嶽への連絡道路                    

   古島線      古島の歩道と兼増の歩道を結ぶ 

   若地原線     山里早地原と中心拠点である若地原を結ぶ 

   屋比久原線    沿線のカルスト峰を鑑賞する道路 

   

 ウ 道路（歩道） 

  ・今帰仁グスク循環探訪線  今泊集落と今帰仁城址を結ぶ探勝歩道 

  ・北部カルスト探訪線    カルスト地域北部の探訪及びカルスト峰登頂のため、 

                クバの御嶽、シジマヌ、マングシク等を結ぶ探勝歩道 

  ・南部カルスト探訪線    カルスト地域南部の探訪及びカルスト峰登頂のため、若地原 

                の中心拠点、ミムライ、大堂ポリエ等を結ぶ探勝歩道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大堂ポリエ 

ミムライ頂上から見るウフグシクムイ



＜その他地域＞ 

 国道５８号の線形改良、沿岸の港湾・漁港整備等により区域線及び地種区分線が不明確となった

ため、それらを明確化し、区域の拡張、最小限の削除及び地種区分の変更を行う。 

 なお、拡張する部分については、隣接する公園区域または特別地域と同様の資質を有する。 

 また、指定時は米軍施設であったが既に返還されている地域について、周辺地域と同様に公園区

域に編入する（１３ha）。 

 

（１）区域の変更 

    拡張 ３３ha 沖縄県名護市名護の一部 他２６ヶ所    合計 １６２ha 

    削除 ４０ha 沖縄県名護市名護の一部 他２０ヶ所    合計 １４６ha 

           

（２）保護規制計画の変更 

 ア 特別保護地区 

   拡張  ５ha  沖縄県島尻郡座間味村屋嘉比島の一部  他４ヶ所  合計 １３ha 

   削除  ２ha  沖縄県国頭郡国頭村字奥間の一部    他４ヶ所    合計  ４ha 

 イ 第１種特別地域 

拡張  １ha   沖縄県島尻郡座間味村字座間味の一部 他１ヶ所    合計  １ha 

削除  ０ha   沖縄県島尻郡渡嘉敷村字阿波連の一部 他１ヶ所  合計  ０ha 

           （四捨五入して０に満たないため０と表示する）      

 ウ 第２種特別地域 

   拡張 ３３ha  沖縄県名護市名護の一部  他３４ヶ所          合計 ６２ha 

      削除 ４０ha  沖縄県名護市名護の一部  他２７ヶ所          合計 ６９ha 

 エ 第３種特別地域 

   拡張  ２ha  沖縄県国頭郡国頭村字奥間の一部 他１９ヶ所   合計  １８ha 

   削除  ７ha  沖縄県島尻郡座間味村外地島の一部 他２１ヶ所  合計 ２４ha 

 

（３）利用施設計画の変更 

ア 単独施設の追加 

  熱帯カルスト地形に関する展示等を行い、自然等を紹介するための施設として整備する 

  ・博物展示施設   沖縄県国頭郡国頭村（宜名真石山原） 

 

 イ 道路（歩道）の追加 

   既存の歩道を公園利用のための歩道として整備する 

   ・辺戸岳遊歩道   公園の風致景観の保全と持続的な利用のための遊歩道 

 

   

 

※公園計画について 

http://www.sizenken.biodic.go.jp/park/info/npsys/index.html 


